
（２）提出方法別の提出人数及び意見数

提出方法 提出人数（人） 意見数（件）
直接持参 2 16
電子メール 3 7
ＦＡＸ 11 45
郵便 0 0
合計 16 68

「八尾市次世代育成支援行動計画（後期）案」についての
市民意見提出制度（パブリックコメント）の実施結果と市の考え方について

「八尾市次世代育成支援行動計画（後期）」を策定するにあたり、八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例第１２条の規定に基づき、検討
途中の素案を公表し、市民意見提出制度（パブリックコメント）を実施しましたので、その結果と提出された市民意見に対する市の考え方を公表
します。
　ご提出いただいたご意見等は、趣旨を損なわないように要約するとともに、同じ内容の趣旨の意見については、まとめて回答します。

（１）意見募集期間
　　　平成２２年１月５日（火）～平成２２年１月２５日（月）
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